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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座面を形成する座部と、
　前記座部を椅子幅方向に沿う枢軸回りに回動可能に支持する支持構造体と、を備える椅
子において、
　前記座部および支持構造体の少なくとも一方は、前記座部が着座面を上方に向けた使用
位置にあるときに、前記座部および支持構造体の内の相手側のフレーム部に係合して着座
荷重を受ける荷重受け部を備え、
　前記荷重受け部は、
　前記座部が使用位置にあるときに前記フレーム部に当接可能な荷重受け面を形成する荷
重支持体と、
　前記荷重支持体に保持されるとともに少なくとも一部が前記荷重受け面上に突出し、前
記荷重受け面に向けて荷重が付与されたときには弾性変形して前記荷重受け面内に没入す
る弾性部材と、を備え、
　前記荷重支持体は、第一の方向に沿って延びる前記フレーム部に対し、前記フレーム部
の前記第一の方向と交差する断面視で外嵌するように係合する凹部を有し、
　前記凹部は、凹状の内周面の底部を前記荷重受け面とし、前記荷重受け面を前記第一の
方向と直交する第二の方向で挟んだ両側に、前記第二の方向で前記フレーム部に係止可能
な係止面を有し、
　前記弾性部材は、前記第二の方向を長さ方向として延びる形状をなしている椅子。



(2) JP 6955968 B2 2021.10.27

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記荷重支持体は、内部空間を有する中空状とされ、
　前記弾性部材は、少なくとも一部が前記荷重支持体の内部空間に配置され、
　前記荷重受け面には、前記荷重支持体の内部空間を開放する開口部が形成され、
　前記弾性部材は、前記開口部を通じて前記荷重受け面上に突出していることを特徴とす
る請求項１に記載の椅子。
【請求項３】
　前記弾性部材は、前記荷重支持体の内部空間で、前記荷重支持体の内壁面との間に隙間
を空けて配置されていることを特徴とする請求項２に記載の椅子。
【請求項４】
　前記荷重支持体の内部に、前記弾性部材を前記開口部と反対側から支持する弾性部材支
持部を備えていることを特徴とする請求項２又は３に記載の椅子。
【請求項５】
　前記荷重支持体は、前記弾性部材に係止して前記開口部からの脱落を防ぐ係止部を備え
ていることを特徴とする請求項２から４の何れか一項に記載の椅子。
【請求項６】
　前記弾性部材は、前記凹部内で前記荷重受け面上に突出していることを特徴とする請求
項１から５の何れか一項に記載の椅子。
【請求項７】
　外部荷重が入力される可動部材と、
　前記可動部材を接近離反可能に支持する支持構造体と、を備える什器の荷重受け構造で
あって、
　前記可動部材および支持構造体の少なくとも一方に、前記可動部材および支持構造体の
内の相手側のフレーム部に係合して前記外部荷重を受ける荷重受け部を備え、
　前記荷重受け部は、
　前記フレーム部に当接可能な荷重受け面を形成する荷重支持体と、
　前記荷重支持体に保持されるとともに少なくとも一部が前記荷重受け面上に突出し、前
記荷重受け面に向けて荷重が付与されたときには弾性変形して前記荷重受け面内に没入す
る弾性部材と、を備え、
　前記荷重支持体は、第一の方向に沿って延びる前記フレーム部に対し、前記フレーム部
の前記第一の方向と交差する断面視で外嵌するように係合する凹部を有し、
　前記凹部は、凹状の内周面の底部を前記荷重受け面とし、前記荷重受け面を前記第一の
方向と直交する第二の方向で挟んだ両側に、前記第二の方向で前記フレーム部に係止可能
な係止面を有し、
　前記弾性部材は、前記第二の方向を長さ方向として延びる形状をなしていることを特徴
とする荷重受け構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、椅子および荷重受け構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　支持構造体と、該支持構造体に椅子の幅方向に沿う枢軸回りに回動可能に支持された座
と、を備える椅子として、下記特許文献１，２に開示される椅子が、従来より公知である
。
　まず、特許文献１に開示される椅子１では、座１１の下面において、前後方向に対向す
るように一対設けられたリブ１２１間に、支持構造体の前部に配置された支持フレーム２
４上面の当接部材２５が係合することによって、座１１と支持フレーム２４とが相互に係
合する。このような構成を備えることによって、着座荷重の入力による座と支持構造体と
の位置ずれが簡便に防止される。
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　しかし、着座荷重の支持強度の増強の観点から、リブ１２１と当接部材２５とは、座１
１の枢軸となるフレーム軸２３から前方に大きく離間する。したがって、座の起立状態か
ら初期位置への復帰時に、大きな衝撃が作用しやすい。また、座と支持構造体とが硬質な
部材同士で係合した状態において、様々な方向の荷重を受けることにより、経年劣化が早
まることが考えられる。
【０００３】
　そこで、特許文献２に開示される構成を採用することが考えられる。すなわち、座の下
面に、厚さ方向を椅子の高さ方向と同じくし、この高さ方向に弾性変形しうる弾性部材（
パッド１０）を配設することである。このような構成を採用することにより、特に座の初
期位置への復帰時の衝撃への耐性は高まる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４６１７４８４号公報
【特許文献２】特開２０００－０５０９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献２の構成は、弾性部材が直接的に荷重を支持する構成であるため、座
部を安定して支持し難いという課題がある。
　本願発明は、上記の技術的課題に鑑みてなされたもので、支持構造体に椅子幅方向の枢
軸回りに回動可能に支持された座部を備える椅子において、座部を使用位置に回動させた
際の衝撃の緩和と座部の安定した支持とを両立させることを目的とする。また、支持構造
体に接近離反可能に支持された可動部材を備える什器の荷重受け構造において、可動部材
を支持構造体に接近させた際の衝撃の緩和と可動部材の安定した支持とを両立させること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題の解決手段として、本発明は、着座面を形成する座部と、前記座部を椅子幅方
向に沿う枢軸回りに回動可能に支持する支持構造体と、を備える椅子において、前記座部
および支持構造体の少なくとも一方は、前記座部が着座面を上方に向けた使用位置にある
ときに、前記座部および支持構造体の内の相手側のフレーム部に係合して着座荷重を受け
る荷重受け部を備え、前記荷重受け部は、前記座部が使用位置にあるときに前記フレーム
部に当接可能な荷重受け面を形成する荷重支持体と、前記荷重支持体に保持されるととも
に少なくとも一部が前記荷重受け面上に突出し、前記荷重受け面に向けて荷重が付与され
たときには弾性変形して前記荷重受け面内に没入する弾性部材と、を備えていることを特
徴とする椅子を提供する。
　この構成によれば、座部および支持構造体の少なくとも一方の荷重受け部が、荷重受け
面に弾性部材を突出させているので、座部を着座位置に降ろしたときに荷重受け部が相手
側のフレーム部に衝突しても、弾性部材によって緩衝がなされる。このため、座部をすば
やく降ろした際の衝突音や衝撃荷重の発生を抑えることができる。また、使用位置に降ろ
した座部に利用者が着座した際には、荷重受け面への荷重入力によって弾性部材が荷重受
け面内に没入するので、荷重支持体によって着座荷重を安定して支持することができる。
【０００７】
　本発明において、前記荷重支持体は、内部空間を有する中空状とされ、前記弾性部材は
、少なくとも一部が前記荷重支持体の内部空間に配置され、前記荷重受け面には、前記荷
重支持体の内部空間を開放する開口部が形成され、前記弾性部材は、前記開口部を通じて
前記荷重受け面上に突出している構成でもよい。
　この場合、弾性部材を中空の荷重支持体の内部空間に配置するとともに、荷重受け面に
開口部を形成して弾性部材を部分的に突出させるので、弾性部材による緩衝を確実に行っ
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た上で荷重受け面をフレーム部に当接させるとともに、荷重を受けた弾性部材を荷重支持
体の内部空間で弾性変形させることができる。
【０００８】
　本発明において、前記弾性部材は、前記荷重支持体の内部空間で、前記荷重支持体の内
壁面との間に隙間を空けて配置されている構成でもよい。
　この場合、内部空間に収容した弾性部材の十分な弾性変形を許容し、良好な緩衝性能を
得ることができる。
【０００９】
　本発明において、前記荷重支持体の内部に、前記弾性部材を前記開口部と反対側から支
持する弾性部材支持部を備えている構成でもよい。
　この場合、荷重受け面に向けた荷重入力によって弾性部材が受けた荷重を、開口部と反
対側から弾性部材支持部によって支持するので、弾性部材を安定して弾性変形させること
ができる。
【００１０】
　本発明において、前記荷重支持体は、前記弾性部材に係止して前記開口部からの脱落を
防ぐ係止部を備えている構成でもよい。
　この場合、内部空間内に収容した弾性部材が開口部から脱落することを防ぎ、弾性部材
を安定して保持することができる。
【００１１】
　本発明において、前記荷重支持体は、第一の方向に沿って延びる前記フレーム部に対し
、前記フレーム部の前記第一の方向と交差する断面視で外嵌するように係合する凹部を有
し、前記凹部は、凹状の内周面の底部を前記荷重受け面とし、前記荷重受け面を前記第一
の方向と交差する第二の方向で挟んだ両側に、前記第二の方向で前記フレーム部に係止可
能な係止面を有している構成でもよい。
　この場合、フレーム部の長さ方向（第一の方向）と交差する交差方向（第二の方向）に
おいて、座支持体の凹部がフレーム部に係止可能となるので、座支持体のフレーム部への
係合位置が前記交差方向でずれることを防ぎ、着座荷重を安定して支持することができる
。
【００１２】
　本発明において、前記弾性部材は、前記第二の方向を長さ方向として延びる形状をなし
ている構成でもよい。
　この場合、弾性部材がフレーム部と交差するように延びる形状をなしているので、弾性
部材とフレーム部とが互いに交差するように当接して弾性部材を良好に弾性変形させる。
このため、弾性部材の弾性変形量を増加させ、緩衝性能の向上を図ることができる。
【００１３】
　本発明において、前記弾性部材は、前記凹部内で前記荷重受け面上に突出している構成
でもよい。
　この場合、弾性部材が凹部よりも外側に突出することを防ぎ、荷重受け部をコンパクト
に形成することができる。
【００１４】
　また、本発明は、外部荷重が入力される可動部材と、前記可動部材を接近離反可能に支
持する支持構造体と、を備える什器の荷重受け構造であって、前記可動部材および支持構
造体の少なくとも一方に、前記可動部材および支持構造体の内の相手側のフレーム部に係
合して前記外部荷重を受ける荷重受け部を備え、前記荷重受け部は、前記フレーム部に当
接可能な荷重受け面を形成する荷重支持体と、前記荷重支持体に保持されるとともに少な
くとも一部が前記荷重受け面上に突出し、前記荷重受け面に向けて荷重が付与されたとき
には弾性変形して前記荷重受け面内に没入する弾性部材と、を備えていることを特徴とす
る荷重受け構造を提供する。
　この構成によれば、荷重入力部材および支持構造体の少なくとも一方の荷重受け部が、
荷重受け面に弾性部材を突出させているので、可動部材の支持構造体への接近時に荷重受
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け部が相手側のフレーム部に衝突しても、弾性部材によって緩衝がなされる。このため、
可動部材をすばやく移動させた際の衝突音や衝撃荷重の発生を抑えることができる。また
、荷重入力部材への外部荷重の入力時には、荷重受け面への荷重入力によって弾性部材が
荷重受け面内に没入するので、荷重支持体によって外部荷重を安定して支持することがで
きる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、支持構造体に椅子幅方向の枢軸回りに回動可能に支持された座部を備
える椅子において、座部を使用位置に回動させた際の衝撃の緩和と座部の安定した支持と
を両立させることができる。また、支持構造体に接近離反可能に支持された可動部材を備
える什器の荷重受け構造において、可動部材を支持構造体に接近させた際の衝撃の緩和と
可動部材の安定した支持とを両立させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態に係る椅子の斜視図である。
【図２】上記椅子の正面図である。
【図３】上記椅子の左側面図である。
【図４】上記椅子の座部を上方に跳ね上げた状態を示す斜視図である。
【図５】上記椅子の座部の前側を水平フレーム部に支持する部位の正面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ断面図である。
【図７】図５のＶＩＩ－ＶＩＩ断面図である。
【図８】図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面図である。
【図９】上記椅子の座部の前側の下面に固定した荷重受け部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の一実施形態に係る椅子について説明する。
　図１、図２に示すように、椅子１は、床面Ｆ上に載置される脚部１０と、脚部１０に支
持された座部２０と、座部２０の後方に設けられた背凭れ部３０と、を備えている。座部
２０は、着座面２０ａを上方に向けた使用位置Ｐ１から、前端側を上方に跳ね上げた跳ね
上げ位置Ｐ２（図４参照）まで回動可能である。以下、椅子１における座部２０を除いた
集合体を、座部２０を回動可能に支持する支持構造体１０Ａと称することがある。
【００１８】
　以下の説明において、便宜上、椅子１の座部２０上に着座した利用者（着座者）が前を
向く方向を「前方」、その反対方向を「後方」、つまり図２に示す紙面に直交する方向を
前後方向又は奥行方向と称する。さらに、椅子１を設置する床側とその反対側とを結ぶ方
向を上下方向、椅子１の幅方向、つまり図２の紙面に沿った横方向を左右方向又は幅方向
と称する。また、座部２０の説明における前後方向および上下方向の向きは、特に記載が
なければ使用位置Ｐ１にあるときの向きとする。なお、図中適所には、椅子１の幅方向を
示す矢印Ｘ、椅子１の奥行方向を示す矢印Ｙ、椅子１の上下方向を示す矢印Ｚが示されて
いる。
【００１９】
＜脚部＞
　図１～図３に示すように、脚部１０は、左右一対で構成された脚フレーム１１と、これ
ら左右の脚フレーム１１同士を連結する前フレーム１２と、を一体に備えている。脚部１
０は、金属材料からなる管状の材料により形成されている。
【００２０】
　左右の脚フレーム１１は、前方に配設された前脚１３と、後方に配設された後脚１４と
、前脚１３の上部と後脚１４の上部とを互いに連結する上部連結杆１５と、を有している
。
【００２１】
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　前脚１３は、その下端から鉛直上方に延びる鉛直部１３ａと、鉛直部１３ａの上端で湾
曲して後方に向けて斜め上方に延びる斜行部１３ｂと、を有している。この前脚１３の鉛
直部１３ａの下端には、キャスター１６が装着されている。
【００２２】
　後脚１４は、その下端から鉛直上方に延びる鉛直部１４ａと、鉛直部１４ａの上方で湾
曲して前方に向けて斜め上方に延びる斜行部１４ｂと、を有している。この後脚１４の鉛
直部１４ａの下端には、キャスター１７が装着されている。
【００２３】
　また、後脚１４は、斜行部１４ｂに連続し、上部連結杆１５よりも上方へさらに斜め上
方に延びる上方延出部１８を一体に備えている。
　また、上方延出部１８の上下中間部には、前下方に向かって斜めに延び、座部２０の後
部を支持する座支持部１９が設けられている。
【００２４】
　上部連結杆１５は、前脚１３の斜行部１３ｂの上端に連続して形成され、斜行部１３ｂ
の上端で湾曲して後方に向かうにしたがって次第に上方に向かって延びるよう形成されて
いる。上部連結杆１５の後端１５ｂは、後脚１４の斜行部１４ｂの上部に溶接、ロウ付け
等により接合されている。
【００２５】
　前フレーム１２は、左右の前脚１３の斜行部１３ｂの上端部から前方に向けて斜め上方
に延びる左右一対の斜行部１２ａと、左右の斜行部１２ａの上端に連続して形成され、左
右の斜行部１２ａの上端で湾曲して左右方向（水平方向）に延び、左右の斜行部１２ａ同
士を連結する水平フレーム部１２ｂと、を一体に備えている。前フレーム１２の左右斜行
部１２ａの下端は、それぞれ左右の前脚１３の斜行部１３ｂの上端部に溶接またはロウ付
け等により接合されている。
【００２６】
　この前フレーム１２により、左右の脚フレーム１１は、その前部において互いに連結さ
れている。この前フレーム１２は、座部２０に着座する利用者の体重が左右の前脚１３に
作用する際に、これら前脚１３が左右方向外側に拡開することを防ぐ役割を担っている。
【００２７】
　このような脚部１０において、左右の脚フレーム１１の前脚１３及び後脚１４は、上方
から下方に向かうにしたがって左右方向外側に向かうように形成されている。
　また、左右の脚フレーム１１において、左右の上部連結杆１５は、その間隔が、それぞ
れの後端１５ｂから前端１５ａに向けて漸次小さくなるよう設けられている。これにより
、左右の前脚１３は、左右の後脚１４に対し、床面Ｆから同じ高さにおける左右方向の間
隔が小さくなるように設けられている。
【００２８】
＜背凭れ部＞
　背凭れ部３０は、例えば合板等の木製材料により形成されている。背凭れ部３０は、板
状で座部２０に着座する利用者の背中を受ける背本体３１を備えている。背本体３１は、
利用者の背中の湾曲に沿うように、上下方向から見て後方に凸の緩やかな湾曲形状をなし
ている。
【００２９】
　背本体３１の左右方向両側の下部には、それぞれ左右の後脚１４の上方延出部１８の上
部に支持される被支持部３２が設けられている。上方延出部１８の上部は、斜行部１４ｂ
に直線的に連続する下部に対し、上方に向かうにしたがって次第に後方に傾斜するように
傾斜している。左右の被支持部３２は、例えば前面側から挿通した不図示のボルトを上方
延出部１８に螺着することで、上方延出部１８に締結されている。図中符号３２ａは被支
持部３２のボルト挿通部を隠す遮蔽部材を示す。
【００３０】
　一体の背本体３１の左右方向両側の被支持部３２を、左右の上方延出部１８に固定する
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ことによって、脚部１０の左右の脚フレーム１１の後脚１４は、背本体３１を介して互い
に連結されている。
　この背凭れ部３０は、上部が上方に向かうにしたがって後方に傾斜するように形成され
ている。これにより、座部２０に着座する利用者の背中をより安定的に支持することが可
能とされている。
【００３１】
＜座部＞
　座部２０は、背凭れ部３０と同様、例えば合板等の木製材料により形成されている。座
部２０は、板状で着座する利用者の臀部および大腿部を受ける座本体２１と、座本体２１
の後部下面に沿うように左右方向に延びる座後支持部材２２と、を備えている。座本体２
１の後部は、利用者の臀部の湾曲に沿うように、前後方向から見て下方に凸の緩やかな湾
曲形状をなしている。座本体２１の前部は、後部に比べて前後方向から見た湾曲は小さい
が、前端部２０ｆを前下がりに湾曲させて大腿部に対するエッジ感を抑えている。座本体
２１は、脚部１０の左右の上部連結杆１５および前フレーム１２の上方を覆うように配設
されている。
【００３２】
　座後支持部材２２は、座本体２１の後部を下方から支持する。座後支持部材２２は、例
えば樹脂又は金属材料により形成されている。座後支持部材２２は、左右方向に延在する
延在部２２ａと、延在部２２ａの左右両端部から屈曲して上方に向けて延出する被支持部
２２ｂと、を備えている。延在部２２ａは、座本体２１の後部下面に沿う板状をなしてい
る。延在部２２ａの左右中間部の前側には、半円状の凹部２２ａ１が形成されている。な
お、座後支持部材２２には、例えば合成樹脂製のカバーが装着されており、図中の座後支
持部材２２はカバーの外観を示している。また、座後支持部材２２に連結される座支持部
１９にも同様に、例えば合成樹脂製のカバーが装着されており、図中の座支持部１９はカ
バーの外観を示している。
【００３３】
　左右の被支持部２２ｂは、座本体２１よりも上方に突出する側面視三角形状をなしてい
る。左右の被支持部２２ｂは、脚部１０における左右の座支持部１９に左右方向内側から
重なるように配置されている。左右の被支持部２２ｂの頂部には、それぞれ左右方向に沿
う左右の回動軸２２ｄを介して、左右の座支持部１９が連結されている。左右の回動軸２
２ｄは、互いに同軸をなしている。座部２０の後部は、脚部１０に対し、左右方向に沿う
左右の回動軸２２ｄを介して回動可能に支持されている。そして、図４に示すように、座
部２０は、前端部２０ｆを上方に跳ね上げ可能となっている。なお、図中の回動軸２２ｄ
は中心軸線で示している。
【００３４】
　図１～図３に示すように、座部２０の前端部２０ｆを使用位置Ｐ１に降ろした状態では
、座本体２１の下面２１ａに固定された座受け部材４０の凹溝４５（図６等参照）が、脚
部１０の前フレーム１２の水平フレーム部１２ｂ上に外嵌するように載置、係合される。
【００３５】
　また、図４に示すように、座部２０を上方に跳ね上げた状態では、複数の椅子１を、前
後方向に重畳することができるようになっている。ここで、脚部１０は、前方に向けて左
右方向の幅が漸次小さくなっているので、前方の椅子１の脚部１０の内側に、後方の椅子
１の脚部１０を挿入することで、複数の椅子１を前後方向に重畳することが可能となって
いる。
【００３６】
　座部２０の前端部２０ｆは遊端部となる。座部２０の前側領域Ｓｆは、左右両端から左
右方向内側に離間した部位が座受け部材４０を介して脚部１０に支持されている。座部２
０が合板等の木製材料により形成される場合、座部２０を積極的に撓ませることはないが
、座部２０が合成樹脂により形成される場合、座部２０を積極的に撓ませる構成としても
よい。その場合、例えば座部２０の前側領域Ｓｆの座受け部材４０よりも左右方向外側の
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部位は、着座荷重を受けると、座本体２１の撓みによって下方へ変位可能である。このた
め、座部２０の前側領域Ｓｆは、着座者の大腿部を柔軟に支持することができる。
【００３７】
＜座受け部材＞
　図４、図５に示すように、座本体２１における回動軸２２ｄから前方に離間した前部の
下面２１ａには、左右一対の座受け部材４０が固定されている。
　左右の座受け部材４０は、それぞれ座本体２１の下面２１ａから下方に向けて突出し、
脚部１０の前フレーム１２の水平フレーム部１２ｂの左右側部に上方から係合可能である
。
【００３８】
　図６～図９を参照し、座受け部材４０は、座部２０に固定されるとともに水平フレーム
部１２ｂに当接して着座荷重を水平フレーム部１２ｂに伝達可能とする座受け本体４１と
、座受け本体４１の内側に保持されて荷重受け面４３から下方に突出するとともに上方か
らの荷重により弾性変形して荷重受け面４３を水平フレーム部１２ｂに当接可能とする弾
性部材４２と、を備えている。
【００３９】
　図９を参照し、座受け本体４１は、座本体２１の下面２１ａに整合し当接する前後方向
に長い長円状の上面４１ａを形成する基部４１ｂと、基部４１ｂの下方に側面視山形をな
して突出する突出部４１ｃと、を備えている。突出部４１ｃは、座本体２１の下面２１ａ
から下方に突出するように設けられている。
【００４０】
　図６、図７を参照し、突出部４１ｃの前後にそれぞれ形成された傾斜面４１ｄは、側面
視で凹状をなしている。前後の傾斜面４１ｄには、座受け本体４１の前部および後部を上
面４１ａと直交するように貫通するボルト挿通孔４１ｅが開口している。前後のボルト挿
通孔４１ｅに下方から挿通したボルトＢ１を、座本体２１に予め埋設された雌ねじ部材Ｎ
１に螺着することで、座受け本体４１が座本体２１に締結固定されている。
【００４１】
　図８、図９を参照し、突出部４１ｃは、基部４１ｂに対して、下方ほど左右幅を狭める
ように形成されている。突出部４１ｃの左右側面４１ｆは、前後方向から見て凹状に形成
されている。突出部４１ｃの頂部（下端部）には、側面視で上方に向けた凹状をなす凹溝
４５が形成されている。凹溝４５は、水平フレーム部１２ｂの長さ方向（左右方向）に垂
直な断面視（図６、図７参照）で、丸パイプ状の水平フレーム部１２ｂの外周面に整合す
るように、側面視で概略半円状に形成されている。
【００４２】
　詳細には、図９に示すように、凹溝４５は、側面視略台形状に形成されている。凹溝４
５は、略水平をなして水平フレーム部１２ｂの上端に当接可能な上端面４５ａと、上端面
４５ａの前後端から前後下方に斜めに延びる前後の傾斜面４５ｂと、を形成している。上
端面４５ａは荷重受け面４３であり、水平フレーム部１２ｂの上端に当接することで、座
部２０に加わった着座荷重を水平フレーム部１２ｂに伝達する。このとき、上端面４５ａ
は、水平フレーム部１２ｂから着座荷重の反力を受ける。
【００４３】
　前後の傾斜面４５ｂは、平面状または凹状をなし、水平フレーム部１２ｂの外周面との
間に僅かな隙間を空けて対向する（図６、図７参照）。前後の傾斜面４５ｂは、水平フレ
ーム部１２ｂに対して座部２０が前後方向に変位したときには、水平フレーム部１２ｂに
当接して係止する係止面４６である。以下、上端面４５ａおよび前後の傾斜面４５ｂを合
わせて、凹溝４５の内周面４５ｎと称することがある。
【００４４】
　座受け本体４１における凹溝４５の前後方向の両側に位置する部位は、それぞれ下方に
向けて突出する凸部４７とされている。これら前後の凸部４７は、水平フレーム部１２ｂ
に前後の傾斜面４５ｂを当接可能である。このように、座受け本体４１の頂部には、着座
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荷重が入力される荷重受け面４３が形成されるとともに、水平フレーム部１２ｂに対して
前後方向で係止可能な係止面４６が形成されている。
【００４５】
　図７、図８を参照し、座受け本体４１は、内部空間Ｋ１を有する中空状をなしている。
内部空間Ｋ１は、座受け本体４１における前後の傾斜面４１ｄ、左右の側面４１ｆ、およ
び凹溝４５の内周面４５ｎ等の外面を形成する壁部に囲まれて形成されている。内部空間
Ｋ１は、上面４１ａおよび凹溝４５の内周面４５ｎで開口している。
【００４６】
　座受け本体４１の上面４１ａには、内部空間Ｋ１を開口させる上面開口部４１ａ１が形
成されている。上面開口部４１ａ１は、座本体２１の下面２１ａと対向し、下面２１ａに
よって閉塞されている。
【００４７】
　図９を併せて参照し、凹溝４５の内周面４５ｎには、内部空間Ｋ１を開口させる内周開
口部４５ｎ１が形成されている。内周開口部４５ｎ１は、前後方向では凹溝４５の上端面
４５ａから前後の傾斜面４５ｂの中間位置に渡る範囲に形成されている。内周開口部４５
ｎ１は、左右方向では凹溝４５の内周面４５ｎの左右方向内側に形成されている。内周開
口部４５ｎ１からは、座受け本体４１内に保持した弾性部材４２の下端部が凹溝４５内に
突出している。
【００４８】
　弾性部材４２は、例えば円柱状のゴム部材で形成されている。弾性部材４２は、長さ方
向（軸方向）を概ね前後方向に向けて配置されている。詳細には、弾性部材４２は、長さ
方向を座本体２１の下面２１ａと略平行でかつ左右方向と直交させるように配置されてい
る。図中符号Ｃ１は弾性部材４２の長さ方向に沿う中心軸線を示す。凹溝４５は、中心軸
線（長さ方向）Ｃ２を左右方向に沿わせている。水平フレーム部１２ｂも凹溝４５と同様
に、中心軸線（長さ方向）Ｃ３を左右方向に沿わせている。したがって、弾性部材４２は
、凹溝４５および水平フレーム部１２ｂに対して、長さ方向を直交させるように配置され
ている。
【００４９】
　弾性部材４２は、座受け本体４１の内部空間Ｋ１で、座受け本体４１の内壁面との間に
隙間を空けて配置されており、荷重を受けた際の内部空間Ｋ１での弾性変形が良好である
。
　また、座受け本体４１の内部には、弾性部材４２を開口部４５ｎ１と反対側から支持す
る弾性部材支持部４４が設けられている。これにより、弾性部材４２が荷重を受けた際、
弾性部材４２が内部空間Ｋ１側から弾性部材支持部４４によって支持されるので、弾性部
材４２の弾性変形が良好である。
　さらに、座受け本体４１の開口部４５ｎ１の左右両側には、開口部４５ｎ１の外側から
弾性部材４２に係止し、弾性部材４２の開口部４５ｎ１からの脱落を防ぐ係止爪４５ｎ２
が設けられている。
【００５０】
　係る構成により、座部２０が着座位置に向けて回動し、座受け部材４０の弾性部材４２
が水平フレーム部１２ｂに上方から当接すると、弾性部材４２における凹溝４５内側に突
出した下端部の長さ方向の中間部が、水平フレーム部１２ｂに当接して部分的に弾性変形
する。このため、弾性部材４２を全長に渡って弾性変形させる場合に比べて、弾性部材４
２の上下方向の弾性変形量を増やすことが可能となり、緩衝性能の設定自由度が高まる。
【００５１】
　ここで、座部２０を跳ね上げ位置Ｐ２から使用位置Ｐ１に向けて回動させるとき、座部
２０を勢いよく回動させると、座受け部材４０が水平フレーム部１２ｂに衝突し、衝突音
が発生したり衝撃荷重によって座受け部材４０や周辺部品に破損や経年劣化を生じさせる
虞がある。
【００５２】
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　これに対し、本実施形態によれば、左右一対の座受け部材４０が水平フレーム部１２ｂ
への当接部（内周面４５ｎ）に弾性部材４２を突出させているので、座体の回動により座
受け部材４０が水平フレーム部１２ｂに衝突しても、弾性部材４２によって緩衝がなされ
る。このため、座体をすばやく降ろしても、水平フレーム部１２ｂとの衝突による衝突音
や衝撃荷重の発生が抑えられる。したがって、座体回動時の衝突音を抑えて品質を高める
とともに、衝撃荷重の発生を抑えて耐久性にも優れた椅子１を提供することができる。
【００５３】
　そして、利用者が座体に着座したときには、着座荷重の入力により弾性部材４２が撓む
ので、座受け本体４１の荷重受け面４３が水平フレーム部１２ｂに当接して着座荷重を受
けることが可能となり、着座荷重を安定して支持することができる。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態の椅子１は、着座面２０ａを形成する座部２０と、前
記座部２０を椅子幅方向に沿う枢軸（回動軸２２ｄ）回りに回動可能に支持する支持構造
体１０Ａと、を備え、前記座部２０および支持構造体１０Ａの少なくとも一方は、前記座
部２０が着座面２０ａを上方に向けた使用位置Ｐ１にあるときに、前記座部２０および支
持構造体１０Ａの内の相手側の水平フレーム部１２ｂに係合して着座荷重を受ける座受け
部材４０を備え、前記座受け部材４０は、前記座部２０が使用位置Ｐ１にあるときに前記
水平フレーム部１２ｂに当接可能な荷重受け面４３を形成する座受け本体４１と、前記座
受け本体４１に保持されるとともに少なくとも一部が前記荷重受け面４３上に突出し、前
記荷重受け面４３に向けて荷重が付与されたときには弾性変形して前記荷重受け面４３内
に没入する弾性部材４２と、を備えている。
【００５５】
　この構成によれば、座部２０および支持構造体１０Ａの少なくとも一方の座受け部材４
０が、荷重受け面４３に弾性部材４２を突出させているので、座部２０を着座位置に降ろ
したときに座受け部材４０が相手側の水平フレーム部１２ｂに衝突しても、弾性部材４２
によって緩衝がなされる。このため、座部２０をすばやく降ろした際の衝突音や衝撃荷重
の発生を抑えることができる。また、使用位置Ｐ１に降ろした座部２０に利用者が着座し
た際には、荷重受け面４３への荷重入力によって弾性部材４２が荷重受け面４３内に没入
するので、座受け本体４１によって着座荷重を安定して支持することができる。
【００５６】
　本実施形態の椅子１において、前記座受け本体４１は、内部空間Ｋ１を有する中空状と
され、前記弾性部材４２は、少なくとも一部が前記座受け本体４１の内部空間Ｋ１に配置
され、前記荷重受け面４３には、前記座受け本体４１の内部空間Ｋ１を開放する開口部４
５ｎ１が形成され、前記弾性部材４２は、前記開口部４５ｎ１を通じて前記荷重受け面４
３上に突出している。
　この場合、弾性部材４２を中空の座受け本体４１の内部空間Ｋ１に配置するとともに、
荷重受け面４３に開口部４５ｎ１を形成して弾性部材４２を部分的に突出させるので、弾
性部材４２による緩衝を確実に行った上で荷重受け面４３を水平フレーム部１２ｂに当接
させるとともに、荷重を受けた弾性部材４２を座受け本体４１の内部空間Ｋ１で弾性変形
させることができる。
【００５７】
　本実施形態の椅子１において、前記弾性部材４２は、前記座受け本体４１の内部空間Ｋ
１で、前記座受け本体４１の内壁面との間に隙間を空けて配置されている。
　この場合、内部空間Ｋ１に収容した弾性部材４２の十分な弾性変形を許容し、良好な緩
衝性能を得ることができる。
【００５８】
　本実施形態の椅子１において、前記座受け本体４１の内部に、前記弾性部材４２を前記
開口部４５ｎ１と反対側から支持する弾性部材支持部４４を備えている。
　この場合、荷重受け面４３に向けた荷重入力によって弾性部材４２が受けた荷重を、開
口部４５ｎ１と反対側から弾性部材支持部４４によって支持するので、弾性部材４２を安
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定して弾性変形させることができる。
【００５９】
　本実施形態の椅子１において、前記座受け本体４１は、前記弾性部材４２に係止して前
記開口部４５ｎ１からの脱落を防ぐ係止爪４５ｎ２を備えている。
　この場合、内部空間Ｋ１内に収容した弾性部材４２が開口部４５ｎ１から脱落すること
を防ぎ、弾性部材４２を安定して保持することができる。
【００６０】
　本実施形態の椅子１において、前記座受け本体４１は、第一の方向（左右方向）に沿っ
て延びる前記水平フレーム部１２ｂに対し、前記水平フレーム部１２ｂの前記第一の方向
と交差する断面視で外嵌するように係合する凹溝４５を有し、前記凹溝４５は、凹状の内
周面４５ｎの底部（上端面４５ａ）を前記荷重受け面４３とし、前記荷重受け面４３を前
記第一の方向と交差する第二の方向（前後方向）で挟んだ両側に、前記第二の方向で前記
水平フレーム部１２ｂに係止可能な係止面４６（傾斜面４５ｂ）を有している。
　この場合、水平フレーム部１２ｂの長さ方向（第一の方向）と交差する交差方向（第二
の方向）において、座支持体の凹溝４５が水平フレーム部１２ｂに係止可能となるので、
座支持体の水平フレーム部１２ｂへの係合位置が前記交差方向でずれることを防ぎ、着座
荷重を安定して支持することができる。なお、例えばフレーム部が前後方向に延び、荷重
受け面の左右方向の両側に係止面を有する等、第一の方向および第二の方向は様々である
。
【００６１】
　本実施形態の椅子１において、前記弾性部材４２は、前記第二の方向を長さ方向として
延びる形状をなしている。
　この場合、弾性部材４２が水平フレーム部１２ｂと交差するように延びる形状をなして
いるので、弾性部材４２と水平フレーム部１２ｂとが互いに交差するように当接して弾性
部材４２を良好に弾性変形させる。このため、弾性部材４２の弾性変形量を増加させ、緩
衝性能の向上を図ることができる。
【００６２】
　本実施形態の椅子１において、前記弾性部材４２は、前記凹溝４５内で前記荷重受け面
４３上に突出している。
　この場合、弾性部材４２が凹溝４５よりも外側に突出することを防ぎ、座受け部材４０
をコンパクトに形成することができる。
【００６３】
　なお、本発明は上記実施形態に限られるものではなく、例えば、上記実施形態では、座
部２０および背凭れ部３０を木製の本体で構成されるものとしたが、少なくとも一方が樹
脂製、鋼板製等の本体を備えてもよい。また、本体とは別にフレーム体を備えてもよい。
座部２０に荷重受け部を配置したが、座部２０および支持構造体１０Ａの少なくとも一方
に荷重受け部を配置した構成でもよい。荷重受け部は座部２０および支持構造体１０Ａに
一体形成される構成でもよい。
【００６４】
　荷重受け部は、椅子の座体に使用するものに限らず、折り畳み式の背凭れや脚等に使用
してもよい。また、椅子に限らずデスク、テーブルおよびキャビネット等の他の什器に使
用してもよい。
　すなわち、本発明は、外部荷重が入力される可動部材と、前記可動部材を接近離反可能
に支持する支持構造体と、を備える什器の荷重受け構造であって、前記可動部材および支
持構造体の少なくとも一方に、前記可動部材および支持構造体の内の相手側のフレーム部
に係合して前記外部荷重を受ける荷重受け部を備え、前記荷重受け部は、前記フレーム部
に当接可能な荷重受け面を形成する荷重支持体と、前記荷重支持体に保持されるとともに
少なくとも一部が前記荷重受け面上に突出し、前記荷重受け面に向けて荷重が付与された
ときには弾性変形して前記荷重受け面内に没入する弾性部材と、を備えていることを特徴
とする荷重受け構造を提供する。
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　この構成によれば、荷重入力部材および支持構造体の少なくとも一方の荷重受け部が、
荷重受け面に弾性部材を突出させているので、可動部材の支持構造体への接近時に荷重受
け部が相手側のフレーム部に衝突しても、弾性部材によって緩衝がなされる。このため、
可動部材をすばやく移動させた際の衝突音や衝撃荷重の発生を抑えることができる。また
、荷重入力部材への外部荷重の入力時には、荷重受け面への荷重入力によって弾性部材が
荷重受け面内に没入するので、荷重支持体によって外部荷重を安定して支持することがで
きる。
　そして、上記実施形態における構成は本発明の一例であり、当該発明の要旨を逸脱しな
い範囲で種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　椅子（什器）
　１０Ａ　支持構造体
　１２ｂ　水平フレーム部（フレーム部）
　２０　座部（可動部材）
　２０ａ　着座面
　２２ｄ　回動軸（枢軸）
　４０　座受け部材（荷重受け部）
　４１　座受け本体（荷重支持体）
　４２　弾性部材
　４３　荷重受け面
　４４　弾性部材支持部
　４５　凹溝
　４５ｎ１　開口部
　４５ｎ２　係止爪
　４６　係止面
　Ｋ１　内部空間
　Ｐ１　使用位置
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